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平成２８年１１月４日（金曜日） 寒河江市教育委員会 

 

○ 出席委員（教育長・委員４名） 

教育長 草 苅 和 男   委 員 菊 地 道 子   委 員 松 田 彌生子 

委 員 鈴 木 淳 一   委 員 國 井 晴 彦 

 

○ 欠席委員 (０名) 

 

○ 事務局職員の職氏名 

学校教育課長 山 田 健 二   管理主幹     佐 藤  肇 

生涯学習課長 高 林 雅 彦   スポーツ振興室長 鈴 木  隆 

 

○ 委員会日程 

 

 教育委員会日程                  午前９時３０分  開 議 

 平成２８年１１月４日（金曜日）          市役所４階 ４０１会議室 

 

 １ 開 会 

 

 ２ 議事録承認 

 

３ 教育長報告 

 

４ 議 事 

議第２６号 寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定について 

議第２７号 平成２８年度教育費補正予算案に対する意見の申出について  

 

 

５ 閉 会 

 

会議に付した事件 

  

教育委員会日程に同じ 
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１ 開 会  午前９時３０分 

○草苅和男教育長 

  おはようございます。ただ今から教育委員会を始めます。 

 

２ 議事録承認 

○草苅和男教育長 

  それでは初めに、前回の会議録の承認について、よろしくお願いします。 

 （前回会議録を回覧の上、出席委員が署名を行った。） 

 

３ 教育長報告 

○草苅和男教育長 

それでは続きまして、教育長報告を申しあげます。 

前回以降の主なものを申しあげます。 

１０月２１日、寒河江小学校の公開授業研究会が行われております。 

１０月２５日、慈恩寺の修験の道の視察に、教育委員の皆さんに行っていただきました。

ありがとうございました。 

１０月３１日、総合教育会議、今年度の第１回目が行われました。 

１１月３日、市の総合文化祭の合同発表会が文化会館で行われております。以上です。 

何かご質問がありましたら、お願い致します。 

 

４ 議 事 

〇草苅和男教育長 

  よろしいですか。それでは、議事に入りたいと思います。 

まず初めに、議第２６号寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定について、

を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

〇鈴木隆スポーツ振興室長 

ただ今ありました、寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定についてでご

ざいます。指定管理者の指定ということで、市長の方に原案を、このような形で提案する

ということであります。この指定管理者の指定につきましては、寒河江市体育施設に関す

る条例第２条に規定する寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者について、寒河江

市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条第１項の規定より指定す

るものです。 

今回、指定する業者につきましては、３ページにありますように、株式会社ヤマコーさ

んであります。指定期間につきましては、平成２９年４月１日から５年間、平成３４年３

月３１日までということであります。なお選定につきましては、別紙の資料を見ていただ
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きたいと思います。指定管理者の候補者選定結果の資料でございます。候補者については、

募集期間として９月１５日から１０月１４日まで募集を行いました。その結果１団体か

らの申請があったということであります。 

選定につきましては、選定基準に基づきまして、寒河江市公の施設に係る指定管理者審

査選定委員会の審査を経たうえで、指定管理者の候補者を選定しました。この選定委員会

につきましては、１０月２６日に行われております。 

選定結果でございますが、各項目毎に基準点がありまして、その基準点に対して選定を

行っております。基準点５２点に対しまして、今回の選定団体は７１点という結果でござ

いました。加点又は減点になっている主な点について、後ろのページに記載しております

ので、概略を申しあげます。選定理由ということであります。 

基準項目の３番、自主事業による施設の有効活用方策につきましては、スポーツ大会や

健康教室などを年次ごとに増やしていく計画にしていることが挙げられます。また利用

者への謝恩イベントを毎年一回開催し、利用者への還元を兼ねたサービス提供を行うこ

とを計画していることから、基準点を上回る１０点の評価としております。９番目の類似

施設等の管理実績でございますが、指定管理者施設４施設、現在もチェリーナを管理して

おりますのでこれを含めて４施設、健康増進・学習施設７施設の運営を受託していること

から、１０点とした加点評価をしております。１１番目の苦情対策及びトラブルの未然防

止対策につきましては、利用者との積極的なコミュニケーションを図るとともに、その結

果を受けて毎週一回スタッフミーティングを行い、情報の共有を図る計画としておりま

す。またトラブルの未然対策においても内部のモニタリングチェック機能の活用を行う

とともに、トラブル対応時の履歴管理を行い、再発防止策をとる計画としていることから

１点加点して４点の評価をしております。１４番目の提案金額の実効性につきましては、

これまでも決算状況と比較して実現可能な積算と思われますが、詳細な積算根拠が提出

されていないことから８点と減点した評価をしております。最後、歳入確保の方策につい

ては、歳入確保を図るため自主事業のスポーツ教室等の開催を増加し、参加料収入を増や

す計画としており、これまでの実績から見ても妥当な金額となっていることから、５点と

加点した評価をしており、合計７１点という評価になったということであります。 

このような結果のもとに、先程申し上げた株式会社ヤマコーさんを指定管理者として

議会の議決を得ようとするものでございます。 

 

〇草苅和男教育長 

それでは、ただいまの事務局からの説明について、ご意見、ご質問等ありましたらお願

いいたします。 

よろしいですか。なければ、採決をしたいと思います。 

議第２６号寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定について、原案のとお

り決定することに、ご異議ございせんか。 
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 (異議なしの声あり) 

それでは、議第２６号は、原案のとおり決定いたしました。 

次に議第２７号平成２８年度教育費補正予算案に対する意見の申出について、これを

議題といたします。それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

〇佐藤肇管理主幹 

議第２７号平成２８年度教育費補正予算案に対する意見の申出についてご説明申しあ

げます。 

提案理由につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定

により、平成２８年度教育費補正予算案について市長より意見を求められていることに

よるものであります。 

５ページをご覧いただきたいと思います。１の債務負担行為についてご説明申し上げ

ます。これは西根小学校の給食調理業務委託に関するものでございます。現在の委託契約

が、今年度末で期間満了になることから、新たに来年度から平成３３年度までの５か年の

契約を締結する必要がありますので、この度５０，０５８千円を限度額とする、債務負担

行為を設定するものでございます。なお額の積算につきましては、現行どおり調理師３名

体制とし、人件費等の単価につきましては、最近の状況を参考にしながら、積算をしてお

ります。また契約後に相当の準備期間を要することから、１２月定例会の提案とするもの

でございます。以上が、西根小学校の給食調理業務委託に関するものでございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

〇鈴木隆スポーツ振興室長 

続きまして、屋内多目的運動場指定管理業務の債務負担行為について、ご説明申し上げ

ます。期間としては、平成２９年度から平成３３年度までの５年間です。限度額として、

６８，８５０千円です。５年間の指定管理料の合計額ということで、１年あたり約１千４

百万円弱の積算となっております。以上です。 

 

〇草苅和男教育長 

それでは、ただいま説明がございましたが、皆さんからご意見、ご質問等ありましたら

お願いいたします。 

 

○菊地道子委員 

限度額という意味はなんでしょうか。 

 

〇佐藤肇管理主幹 

一般会計は、単年度で予算を作成しますので、年度を超えた契約をする場合に議会の議
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決を経なければならないことで、それが債務負担行為ということになります。限度額の

設定は、まず限度額を設定してその後入札等が出てきますので、実際はそれより少ない

金額になろうかと思います。 

 

〇草苅和男教育長 

  他はいかがでしょうか。 

なければ、議第２７号平成２８年度教育費補正予算案に対する意見の申出について、原

案のとおり決定することに、ご異議ございせんか。 

 (異議なしの声あり) 

それでは、議第２７号は、原案のとおり決定いたしました。 

その他、皆さんから何かありましたら、お願いいたします。 

なければ、以上で教育委員会を閉会したいと思います。ありがとうございました。 

 

４ 閉 会   午前９時４６分 


